
八幡山城跡出土軒平瓦についての一試論（山口誠司） 

当ではない。しかし、改姓以前も含め「豊臣」政権と呼称する

研究事例も多く見受けられることから、本稿ではこの呼称を用

いることとした。 

(2)昭和 37年の発掘調査で出土した瓦類については、三尾次郎氏 

により資料紹介がなされている(三尾 2003a・2003b) 

(3)本稿では上原真人氏(上原 1978)・山川均氏(山川 1995)の研究

に基づき、同笵・同文・同系を以下のように定義する。 

同笵：観察に基づき、複数の瓦が同一の木笵を用いて製作され 

たことが笵傷等の存在によって判明したもの 

同文：文様が酷似しているため、同笵の可能性が高いが、資料 

の未実見などにより同笵とすることを避けたもの。 

同系：瓦当文様が同じ文様構成をとり、通時的に同時代におい

て一つの系譜上の種、型式として認定される場合、同一文様系

譜にあると考える。これを省略して同系と呼称する。 

(4)上層遺構面の時期については遺構に伴う遺物が少なく、正確な 

時期は不明である。 

(5)前稿(山口 2020)では大津城跡例について八幡山城からの転用

を推定していたが、小谷徳彦氏より『西川文書』(影写本が東京

大学資料編纂所に所蔵される)中の文禄５(1596)～慶長５年

(1600)年に年次比定される六月十四日付「長束正家書状」の記

載から、大津城跡の資料は大溝城からの転用の可能性もあるこ

とをご教示いただいた。これにより山口 2020所収図を一部改変

した。 

(6)報文中では当該地で出土した金箔瓦を織田信長が造営した旧

二条城に関連した施設のものとして評価されているが、聚楽第

およびその大名屋敷で出土した瓦との類似性から考えて、聚楽

第に伴う大名屋敷で使用された瓦と評価するのが妥当である。 

(7)上原真人氏は近世の軒平瓦製作において、「凸型台を用いたと

考えられるが、凸型台に布を引いた痕跡はない」と述べ(上原

1990)、近世には布が用いられなくなったことが明らかにされて

いるが、詳細な時期については明言されていない。なお、布の

代わりに離れ砂を離脱材として用いる方法は13世紀には出現し

ている(上原 1990)が、主流となるのは本稿で述べるとおり、豊

臣期になってのことである。 
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挿図典拠 

図１ 近江八幡市 2008所収図を転載・一部加筆 

図２ 近江八幡市教育委員会 2002・2008より転載 

図３ 山口 2017aより転載 

図５ 山口 2020より転載・一部加筆 

図６ 山口作成。瓦の拓本については大坂城跡は財団法人大阪市

文化財協会 1999より、聚楽第跡は京都府教育委員会 1980

より転載 

図４・７ 山口作成 

写真１～４ 2021年 12月 24日資料調査時に山口撮影 
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滋賀県内出土の江戸時代の化粧道具（田中咲子） 
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――  論論  文文  要要  旨旨  ――  

  

江戸時代は、士農工商の身分制社会であった。この身分の階層性は、武家や商家・農家においてもさらに上中下

層に分かれていたとされる。資料が少ないため断定はしづらいが、滋賀県内の江戸時代の商家（旅籠）・農村・上

級武家屋敷・下級武家屋敷から出土した化粧（けわい）道具を通して、そこに居住した女性たちの経済的な格差の

一端について、垣間見ることができた。 
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